
令和５年度 禁煙作品コンクール募集要領 

１ 目 的 

  たばこは、喫煙者本人はもとより、副流煙（たばこから立ち上る煙）により非喫煙者

の健康にも悪影響を及ぼすことから、健康増進法（令和２年４月１日全面施行）では、

望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区

分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理

権原者が講ずべき措置等を定めた。 

  そこで、広く県内の主に小学生、中学生及び高校生から、禁煙・望まない受動喫煙の

防止に関する作品を募集し、その制作過程を通じて「喫煙と健康影響」についての認識

を深めるとともに、禁煙・望まない受動喫煙の防止について県民への普及啓発を図る。 

 

２ 主 催 

  新潟県・新潟県教育委員会 

 

３ 後 援（予定） 

新潟県市長会、新潟県町村会、（一社）新潟県医師会、（一社）新潟県歯科医師会、（公

社）新潟県薬剤師会、（公社）新潟県看護協会、（公社）新潟県栄養士会、（一社）新潟

県診療放射線技師会、（一社）新潟県調理師会、（公財）新潟県スポーツ協会、新潟県

社会教育委員連絡協議会、結核予防会新潟県支部、（公財）新潟県健康づくり財団、新

潟県精神保健福祉協会、（公財）新潟県歯科保健協会、（公社）新潟県食品衛生協会、

新潟県食生活改善推進委員協議会、新潟県国民健康保険団体連合会（順不同） 

 

４ 応募資格 

  新潟県内の小学生、中学生、高校生、及び一般の方 

５ テーマ 

『たばこの煙のない環境づくり』 

  例：禁煙を呼びかけるもの、望まない受動喫煙の防止に関するもの 

 

６ 応募作品の規格 

(１) ポスター 

ア）画材、色彩等 

自由（水彩絵の具、ポスターカラー、クレヨン等） 

イ）用紙、大きさ 

画用紙四ツ切（38㎝×54㎝）または八つ切（27cm×38cm）、縦横自由 

  ウ）作品にはテーマに即した文字（キャッチフレーズ、スローガン等）を入れること。 

エ）作品の裏面に氏名（ふりがな）を必ず明記すること。 

※学生については学校名・学年も明記してください。 

オ）応募作品は一人１点までとし、未発表のものに限る。 

カ）応募作品は返却しない。 

キ）作品の使用権は主催者に帰属する。 

(２) デジタルアート 



ア）素材等 

自由(自分で撮影した写真、ペイントソフト等の使用可) 

  イ）ファイルサイズ 

    ２０ＭＢ以下の静止画像 

  ウ）ファイル形式 

    jpg, png形式 

  エ）作品にはテーマに即した文字（キャッチフレーズ、スローガン等）を入れる 

    こと。 

  オ）応募者自身が作品の著作権を有すること。 

  カ）応募作品は一人１点までとし、未発表のものに限る。 

  キ）作品の使用権は主催者に帰属する。 

 

(３) 標語 

ア）応募作品は一人１点までとし、未発表のものに限る。 

イ）作品の使用権は主催者に帰属する。 

 

７ 応募方法 

(１) ポスター 

作品を下記送付先まで郵送すること。 

※ 学校単位で送付する場合は、様式１を同封すること。 

（２） デジタルアート 

  新潟県電子申請システムから提出すること。 

(３) 標語 

  応募用紙(様式２)を下記送付先まで郵送若しくは FAX で送付、又は新潟県電子申請シ

ステムから提出すること。 

 

８ 応募締切日 

  令和５年９月 22日（金） …当日必着 

 

９ 送付先 

〒９５０－８５７０（新潟県庁専用郵便番号：住所記載不要） 

   新潟県福祉保健部健康づくり支援課成人保健係 

   TEL：０２５－２８０－５１９９ 

FAX：０２５－２８５－８７５７ 

 

10 作品審査 

主催者側で審査員を選定して審査する。入賞区分及び賞は以下のとおりとする。 

ア）部門 

【ポスター部門】 

    小学生の部 

中学生の部 



高校生の部 

一般の部 

    【デジタルアート部門】 

      小学生の部 

      中学生の部 

      高校生の部 

一般の部 

    【標語部門】     

小・中・高校生及び一般の部 

 

イ）賞（新潟県知事・新潟県教育委員会教育長） 

   最優秀賞    １点    賞状、副賞 

（学生部門の各作品優秀賞の中から１作品を最優秀賞とする。） 

 

【ポスター部門】 

優秀賞  ４点    賞状、記念品  （各部門１点） 

佳作   10点程度  賞状    （学生各部門３点・一般部門 1点程度） 

    【デジタルアート部門】 

      優秀賞  ４点    賞状、記念品  （各部門１点） 

佳作   10点程度  賞状    （学生各部門３点・一般部門 1点程度） 

【標語部門】 

優秀賞  １点    賞状、記念品  （学生の作品から 1点） 

佳作   ３点程度  賞状    （学生部門２点・一般部門 1点） 

 

11 表 彰 

最優秀賞者及び優秀賞者には表彰を行う予定。 

 

12 入賞作品の発表 

  令和５年 11月頃に、本人または学校長あてに通知する。 

 

13 入賞作品の活用及び展示等 

（１）最優秀作品 

カレンダーの制作等を通じて、県が実施するたばこ対策事業に活用するとともに、

ホームページへの掲載及び県庁ギャラリー等への展示を行う。 

（２）優秀賞及び入賞作品 

ホームページへの掲載や県庁ギャラリー等への展示を行う。 

 

 

 

 

 



様式１ 

令和５年度禁煙作品コンクール【ポスター部門】 

※応募規格を満たしていれば、応募作品数に上限はありません。 

 

学校名 
 

応募作品数 

 

部 門 応募数 

小学生の部 作品  

中学生の部 作品  

高校生の部 作品  

一般の部 作品  

計 作品  

連絡先 

（住所）〒 

  

（電話・FAX番号） 

 

 

（担当者名） 

 

 

 

 

 

 

 



皆さんのすてきな標語作品をお待ちしています！ 

様式２ 

令和５年度禁煙作品コンクール【標語部門】応募用紙 

FAX番号（０２５－２８５－８７５７） 

応募作品 

 

氏名(漢字) 
 

氏名(ふりがな)  

学校名 

（学生のみ） 
 

学年 

（学生のみ） 
 

～令和５年度禁煙作品コンクール【標語部門】募集要領～ 

禁煙や望まない受動喫煙をなくすための取組をもっと進めていくために、禁煙に関する標語を募集します。 

１ テーマ 

たばこの煙のない環境づくり 

(例：禁煙を呼びかけるもの、望まない受動喫煙の防止に関するもの) 

２ 応募対象者 

新潟県内の小学生、中学生、高校生、及び一般の方 

３ 表彰 

・応募作品は審査を行い、学生の作品から優秀賞１作品、全作品から佳作３作品程度を選定します。 

・受賞者には賞状、副賞があります。 

４ その他 

・応募作品は一人１作品までとし、自作・未発表のものに限ります。 

・受賞作品の発表は、学生部門については 11 月頃に所属学校長あてに文書でお知らせするほか、学生部門

及び一般部門共に県ホームページで公表します。 

・最優秀賞者及び優秀賞者には表彰を行います。 

・受賞作品は、ホームページや県庁ギャラリー等に掲示し、一般公開します。 

５ 応募締切 

令和５年９月 22 日(金)まで 

６ 送付先（※FAX も可） 

〒９５０－８５７０ 新潟市中央区新光町４番地１ 健康づくり支援課成人保健係  

 

 

応募者全員に 

健康立県グッズを 

プレゼントします！ 



 

 



 

 


